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市政運営の基本姿勢 

令和６年第一回定例会の開会に当たり，私の市政運営の基本姿勢をお示しす

るとともに，主な取組を申し上げ，議員各位をはじめ市民の皆様のご理解とご

協力を賜りたいと存じます。 

はじめに，令和６年１月１日に発生した令和６年能登半島地震により亡くな

られた方々に謹んでお悔み申し上げるとともに，被災された方々に心よりお見

舞い申し上げます。また，発災直後から長期にわたり現地で救援・復旧活動に

ご尽力されている方々に深く敬意を表します。 

被災地の皆様におかれましては，避難生活が長期化する中で不安な日々を送

られていることと思います。被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 

○安全・安心で強靱
じん

なまち 

令和６年能登半島地震では，木造住宅密集地域での大規模な延焼火災，耐震

性の低い建物の倒壊，道路不通による応急復旧・物資輸送等の遅れ，避難所に

おける感染症の広がりなどが報道されています。本市においては，これまでも

ブロック塀等撤去工事や耐震診断・耐震改修等の補助をはじめ，都市計画道路

の整備，市道における無電柱化事業の推進，『国分寺市橋りょう長寿命化修繕

計画』に基づく橋りょうの定期点検の実施など，防災・減災に向けたインフラ

整備を進めてまいりました。 

強靱性の高い新庁舎の完成を機に，災害対策本部の機能拡充を図ることで，

市役所の災害対応力を一層向上させるとともに，災害発生時における災害対策

本部の効果的な応急復旧対策を遂行するため，『国分寺市地域防災計画』，

『国分寺市震災時における事業継続計画』及び『国分寺市震災時の職員行動マ

ニュアル』の見直しを進めてまいります。 
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さらに，新庁舎と国分寺消防署の隣接地に整備する防災関連用地につきまし

て，災害時においては消防，警察，自衛隊等の，また，平時においては消防

団，防災まちづくり推進地区等の活動拠点として活用し，防災力の向上につな

げてまいります。 

また，いずみプラザを拠点に，国分寺市医師会や国分寺市歯科医師会等の関

係機関，更には本市の医療圏にある災害医療センター及び近隣の都立多摩総合

医療センターとも連携・調整しながら，災害発生時の医療活動や，市民の避難

生活を支える保健活動を円滑かつ適切に実施することができるよう，『国分寺

市災害医療救護計画』及び『国分寺市災害時保健活動計画』を策定し，本市の

災害対策本部，医師会等の関係機関，福祉団体，国分寺消防署等とこれまで以

上に強固な協力体制を築いてまいります。 

本市では，これまでも防災まちづくり推進地区の取組をはじめ，地域と共に

災害に強いまちづくりを進めており，今後は更にこれらハード・ソフトの両面

から防災に関連する施策に取り組むことで，本市全体の防災力を向上させなが

ら，市民の生命と財産を守るための強靱なまちづくりを推進してまいります。 

市民の皆様におかれましては，改めて防災の意識を高め，それぞれの家庭や

地域で災害時の対応を再確認するとともに，今年度も引き続き実施する家庭用

防災用品購入費補助事業などを活用しながら，災害時の自助力向上を図ってい

ただきますようお願い申し上げます。 

 

○市制施行60周年と新庁舎への移転を契機とした更なるにぎわいの創出 

今年度は，昭和39年11月の市制施行から60周年を迎えます。この節目の年を

迎えるに当たり，様々な記念事業を通じて，本市の魅力を再確認し，多様な視

点によりまちの新たな魅力を創出しながら，次世代にも誇れるまちとして進化

してまいります。 
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また，「国分寺の現在から未来へ」をテーマとした市制施行60周年記念市勢

要覧を発行し，市制施行50周年から大きく変化のあったこの10年間を振り返る

とともに，これからの国分寺市の更なる発展を願い，幅広い世代に市の魅力を

伝えてまいります。 

さらに，古代から近現代までの歴史を詳細に記した現存する市史３巻を踏ま

えつつ，「国分寺市」が誕生してから昭和，平成の時代を経て令和に至るまで

の歩みを振り返り，未来に向けての道標を示すため，市史編さん事業に本格的

に着手いたします。 

今年度は，60年ぶりとなる市庁舎の移転が控えています。防災機能の強化や

行政サービスの向上はもちろんのこと，更なるまちの発展に寄与すべく，職員

と共に新しい国分寺市の 礎
いしずえ

を築いてまいります。 

 

○思いやりが行き届くまち 

社会状況の変化により，市民が抱える生活上の課題も複雑化・複合化してい

ます。昨年度本格実施した重層的支援体制整備事業につきましては，地域共生

社会の実現に向け，支援関係機関との連携に基づき，相談支援体制の構築に努

めてまいりました。今年度は，同事業を新たに『第２次国分寺市地域福祉計

画』に位置付け，様々な支援ニーズに対応する包括的な支援体制を更に強化す

るため，利便性の向上を図るとともに，引き続き市民の多様な活動や参加の機

会を創出しながら，持続可能性を高める地域づくりに取り組んでまいります。 

また，今年度から，『第４次国分寺市障害者計画・第４次国分寺市障害者計

画実施計画（後期），第７期国分寺市障害福祉計画，第３期国分寺市障害児福

祉計画』，『国分寺市高齢者保健福祉計画・第９期国分寺市介護保険事業計

画』がスタートします。全ての人が社会の一員として互いを尊重し，支え合い

ながら，自分らしくいきいきと暮らせるまちを目指して，移動支援や就労支援
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の更なる充実を図り，障害者の自立と社会参加を促進するとともに，喫緊の課

題となっている高齢者を支える人材の育成・確保のため，ボランティア等の多

様な担い手の育成や介護人材の確保に向けた取組を一層強化してまいります。 

 

○平和への想いを共有し，豊かな心を育むまち 

戦後80年の節目を来年に控える中，私たちは平和で穏やかな生活を送ってい

ますが，世界に目を向ければ出口の見えない紛争等が起きており，世界平和へ

の道のりは大変険しい状況にあります。このような時こそ，非核平和宣言都市

として，ピースメッセンジャー広島派遣や，平和祈念行事などの様々な平和事

業に今後も継続して取り組んでまいります。また，本市が加盟する平和首長会

議や昨年度に発足した多摩26市で構成する平和首長会議東京都多摩地域平和ネ

ットワークと連携し，平和文化の振興に向けた市民交流と，担い手育成などの

啓発を通して，恒久平和の実現に向けた取組を進めてまいります。 

そして，平和への想いを広く根付かせるためには，スポーツや文化を通じた

交流も重要となります。今年度は，世界的なスポーツの祭典であるオリンピッ

ク・パラリンピック競技大会が，フランスのパリで開催されます。本市の応援

アスリートの情報を積極的に発信することで，スポーツに対する想いを盛り上

げながら，来年度に東京都で開催されるデフリンピックに向けた機運醸成へと

つなげてまいります。 

また，約1,300年前の奈良時代，聖武天皇が国の混乱を鎮め国民に幸福をもた

らすために，国分寺建立の詔を発布し造営された武蔵国分寺をはじめとする多

くの歴史文化等を大切に保存し，後世に引き継ぐため，今後も広く歴史的意義

を伝えながら郷土への愛着を醸成してまいります。 
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○活気ある暮らしやすいまち 

活気あるまちづくりに向けては，地域の特性を生かしながら，都市機能の更

なる充実を図ることが大変重要となります。 

庁舎が泉町に移転することに伴い，西国分寺駅東口改札の開設へ向け，関係

機関との協議を加速させるとともに，北口駅前エリアの整備実現に向けた取組

を着実に進めてまいります。あわせて，現庁舎の跡地利活用により恋ヶ窪駅周

辺エリアを一体で整備することで，西国分寺駅周辺と恋ヶ窪駅周辺の両エリア

を結ぶ回遊性の高い，にぎわいのあるまちづくりにつなげてまいります。 

加えて，史跡の象徴である七重塔のモニュメントを設置した国分寺駅南口駅

前については，安全で快適な歩行空間を確保するとともに，交通環境の改善と

バリアフリー対策を講じることで，観光・商業振興や暮らしやすさにつながる

拠点整備に向けた取組を推進してまいります。 

また，本市が誇る都市機能と自然環境の調和を一層深めるため，今年度は戸

倉公園の供用開始に加え，黒鐘公園の市有地化とインクルーシブな遊具等の設

置に向けた設計に着手するとともに，史跡武蔵国分寺跡や新町一丁目緑地の整

備を推進してまいります。 

これらの取組に加えて，これまで農業者やＪＡと進めてきた農のある豊かな

まちづくりに引き続き取り組むとともに，国分寺市商工会や事業者等と協働し

ながら，創業支援等を通じて，更なるまちの活性化を図ってまいります。 

食料品・エネルギー等の物価高騰は，いまだ市民生活や地域経済に影響を及

ぼしており，今後も市内の経済動向等を注視しながら，適時必要な支援策を講

じてまいります。 
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○子育てにやさしいまち 

昨今の核家族化や地域コミュニティの希薄化などを背景に，子育て世帯の孤

立を未然に防ぐためのケアの必要性が高まっています。これまでは，子ども家

庭支援センターといずみ保健センターが連携して子育て世帯への支援を行って

まいりました。今年度は，両センターの機能を統合・再編することで，児童福

祉分野と母子保健分野の機能を一体的に担う相談支援体制を構築し，令和７年

４月のこども家庭センター開設に向けた準備を着実に進めてまいります。 

また，国によるこども家庭庁の設置，こども基本法の制定及びこども大綱の

策定が行われた趣旨を踏まえ，子ども，若者，子育て世代等の当事者の視点を

尊重し，意見を聴きながら様々な施策に取り組むことで，引き続き切れ目のな

い支援を進めてまいります。 

 

○未来につながる持続可能なまち 

今年度は，『国分寺市ビジョン後期実行計画』の４年目，『国分寺市総合ビ

ジョン』の８年目に当たります。計画の最終年度であることを踏まえ，『国分

寺市ビジョン』で定めた未来のまちの姿である「魅力あふれ ひとがつながる 

文化都市国分寺」の実現に向けて，施策・中心事業を着実に実行するととも

に，ＳＤＧｓのゴールを念頭に置きながら，各施策の推進を通して，持続可能

なまちづくりを進めてまいります。 

また，本市を取り巻く急速な社会環境の変化を的確に捉えつつ，市民等と共

に，次の８年後の国分寺の姿を描きながら，『第２次国分寺市総合ビジョン』

の策定を進めてまいります。計画の策定に当たっては，重要な政策基軸の両輪

としてＤＸとＧＸを位置付け，市の政策全体に浸透させ，さらには，職員一人

一人の知識や理解を深めることにより，持続可能な行財政運営を一層加速させ

てまいります。 
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『国分寺市人口ビジョン（第３版）』では，令和22年まで人口増加が続くも

のの，生産年齢人口は令和７年をピークに減少していくことが予測されてお

り，このような状況においても，行政サービスの維持・向上を図っていくため

には，ＤＸの強力な推進が不可欠です。新庁舎における窓口サービスでは，デ

ジタル技術の活用により，手続に係る負担を可能な限り削減し，市民にとって

利便性の高いシステムを構築するとともに，デジタルデバイドにも十分配慮し

てまいります。 

また，基幹系情報システムの標準化・共通化に加え，急速な進化を遂げてい

る生成ＡＩ等の技術も積極的に取り入れながら，効果的かつ効率的な事務執行

と働き方改革を進めてまいります。 

ＧＸの推進につきましては，様々なステークホルダーとの連携を積極的に強

化するとともに，地域の課題解決や更なるまちの魅力の創出等，自治体ＧＸの

先進モデルとなるようなイノベーションと業務改革等を実現し，次の時代を見

据えた新たな自治体の形の創造に向けた取組を推進してまいります。 

 

令和６年度の主な取組 

続きまして，令和６年度の主な取組を述べさせていただきます。 

 

〇安全・安心で強靱なまち 

防災対策につきましては，自助力・共助力・公助力を一層強化し，全市を挙

げて災害に強いまちづくりに取り組んでまいります。 

自助力の強化につきましては，令和６年能登半島地震を教訓として，更に多

くの世帯に在宅避難への備えをしていただけるよう，家庭用防災用品購入費補

助事業を継続して実施するとともに，幅広い世代が参加でき，防災意識を高め

ることができる防災フェスタを関係団体と連携して開催いたします。また，ブ
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ロック塀等撤去工事等の助成や，昨年度に支援対象の拡充を行った耐震診断・

耐震改修等補助事業を継続して実施することで，災害対策への必要な支援を行

ってまいります。 

共助力の強化につきましては，昨年12月に防災まちづくり推進地区第16号地

区として市と協定を締結した南町一丁目自治会に対し，地区防災計画の策定等

を支援するためのコンサルタントを派遣いたします。また，防災まちづくり推

進地区以外の自治会・町内会においても，住民の安否確認，在宅避難者支援を

行えるよう，出前講座等を通じた積極的な働き掛けを行ってまいります。 

公助力の強化につきましては，新庁舎の災害対策本部室において，災害対応

時における現場状況をドローンの活用等によりリアルタイムに把握し，国や東

京都との迅速な情報共有を可能とする環境を整え，発災時における本部機能の

一層の強化を図ってまいります。また，緊急時の情報伝達手段として，市立小

中学校及び東京経済大学に災害時用の特設公衆電話を配備するとともに，防災

行政無線の放送内容や，避難所の開設・混雑状況をスマートフォン等で確認で

きる防災アプリを導入することで，災害に関する情報発信力の一層の向上を図

ってまいります。 

 

防犯対策につきましては，地域の防犯力向上のリーダーとなる防犯まちづく

り委員の増加を目指し，防犯リーダー養成講習会の内容を見直すとともに，オ

ンライン講座の拡充を図り，多くの方が参加できる環境を整えてまいります。

また，依然として多発している特殊詐欺被害を未然に防ぐため，自動通話録音

機の貸与を引き続き実施してまいります。 

 

○市制施行60周年を契機とした更なるにぎわいの創出 

市制施行60周年記念事業につきましては，記念のロゴマークやキャッチフレ
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ーズを公募により決定し，市内各地の街路灯にフラッグとして掲出するととも

に，イベント等でＰＲグッズを配布することで，機運の醸成を図ってまいりま

す。市の主催・共催事業はもとより，市内の市民活動団体等が主体的に実施す

る事業についてもロゴマーク等を使用していただき，節目の年を市全体で盛り

上げてまいります。 

また，市の魅力をデザインしたマンホール蓋を新たに設置するとともに，市

内のデザインマンホールを紹介するマップやカードの制作を通じて，本市への

来訪促進を図ってまいります。 

さらに，行政サービスの新たな拠点となる新庁舎において，落成式典と市制

施行60周年記念式典を開催するとともに，国分寺まつりと連携し観光大使によ

る記念ライブを実施するなど，様々な機会を通じて市内外に向けて市制施行60

周年と市の魅力を発信してまいります。 

 

まちの魅力発信につきましては，令和７年４月12日にペンシルロケットの水

平発射実験70周年を迎えることに先駆けて，国分寺の地で産声を上げた日本の

宇宙開発の歴史を振り返り，今後を展望するペンシルロケット発射70周年事業

を今年度から行ってまいります。また，本市を含む５市共同事業実行委員会

が，多摩・島しょ広域連携活動事業として実施する「子ども体験塾」におい

て，宇宙・鉄道をテーマにしたイベントを開催し，日本の宇宙開発発祥の地，

新幹線の技術開発の地である科学に着目した本市の魅力を発信してまいりま

す。 

 

観光まちづくりにつきましては，一般社団法人となったこくぶんじ観光まち

づくり協会の自走化に向けた支援を行うとともに，史跡武蔵国分寺跡春のライ

トアップ事業が，春の名物イベントとして根付くよう，様々な関係団体と協力
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しながら取り組んでまいります。また，市の魅力や観光などの多様な地域資源

を一元化し，情報発信を強化するため，市とこくぶんじ観光まちづくり協会と

の協働により，観光・シティプロモーションサイトを構築し，運営してまいり

ます。 

 

スポーツの更なる振興につきましては，市内のスポーツ活動における組織基

盤の強化を目的に，これまで長年にわたり国分寺市体育協会が担ってきた役割

を，ＮＰＯ法人国分寺市スポーツ協会が引き継ぐことになり，市においても新

たな組織の自走化に向けて必要な支援を行ってまいります。 

 

地域経済の活性化につきましては，まちとつながる創業支援を目的として，

こくぶんじカレッジの受講者のうち，創業の意思のある方を対象に，国分寺市

商工会との連携により空き家・空き店舗などの情報を活用した支援を実施する

ことで，更なるまちのにぎわいにつなげてまいります。 

 

○新庁舎における行政サービスの更なる向上 

新庁舎建設につきましては，令和７年１月の業務開始を見据え，引き続き計

画的に移転の準備を進めるとともに，クラウドファンディングを実施すること

で，市民や事業者の支援をいただきながら，将来にわたって皆様に親しまれる

庁舎を目指してまいります。 

 

新たな窓口サービスにつきましては，デジタル技術を最大限に活用し，転

出，転入，婚姻，出産といったライフステージに関連する手続を一つの窓口で

行える「ワンストップサービス」，マイナンバーカード等から読み取った氏名

や住所等の情報を申請書に連携する「書かない窓口」，一度入力した情報が関
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連する手続で共有される「ワンスオンリー」の仕組みを構築し，来庁者が円滑

に手続を行える窓口サービスを提供してまいります。 

また，住民票や戸籍に係る手続において，インターネットにより混雑状況が

確認でき，更にはメールにより窓口の順番を知らせる機能等を導入するととも

に，特に利用者の多いフロアにおいて，災害時の連絡手段の基盤としても活用

できるフリーＷｉ－Ｆｉを整備することで，来庁者ができる限りストレスなく

待ち時間を過ごせる環境を整えてまいります。 

加えて，電子申請の拡充，ＡＩチャットボットによる手続案内システムの導

入や，外国人，聴覚障害者，高齢者の方向けに音声をリアルタイムで翻訳し，

表示するディスプレイを設置した窓口の開設等を行うことで，誰もが快適に手

続が行える環境づくりを進めてまいります。 

このほか，遺族に寄り添いながら，手続の負担軽減とプライバシーへの配慮

を目的とした「おくやみコーナー」を新設するなど，新庁舎への移転を契機と

した市民サービスの更なる充実に向けて，引き続き準備を進めてまいります。 

 

○すべての人を大切にするまち 

複合施設であるいずみプラザにつきましては，新庁舎への移転により生じる

空き空間を有効活用し，保健センター機能と子育て支援機能を一層強化するた

めの必要な工事を行い，保健センターと，令和７年４月に開設予定のこども家

庭センター，新庁舎が一体となって行政サービスを提供できる環境整備を進め

てまいります。 

がん患者へのアピアランスケア支援事業につきましては，がん治療の影響に

より，外見の変化に悩みを抱える心理的負担や経済的負担を軽減し，治療を受

けながらも自分らしい社会生活を送れるよう，ウィッグなどの医療用補整具の

購入やレンタルに要する費用の一部を助成する制度を創設するとともに，アピ
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アランスケアやがん対策に関する正しい知識等の普及啓発を進めてまいりま

す。 

『第２次国分寺市健康増進計画』がスタートすることを念頭に，健康増進に

関する啓発を重点的に進め，市民一人一人のライフステージに応じた健康づく

りに取り組み，健康的な生活を送ることができるよう，今年度も様々な施策を

通して支援してまいります。 

これまでも，身体の健康を維持するためには口腔
くう

ケアの重要性が指摘されて

いるところであり，成人歯科健診事業につきましては，対象年齢を満20歳以上

から年度内に19歳に達する方へ引き下げることで，若年層に対して歯の健康を

意識することの大切さについて啓発してまいります。 

また，国民健康保険及び後期高齢者医療制度における人間ドック事業につき

ましては，受診費用の一部助成の対象を市外の医療機関で受診した場合にも拡

大してまいります。手続の利便性の向上と助成対象範囲の拡大により，受診し

やすい環境を整備し，市民の健康づくりを推進してまいります。 

あわせて，予防接種事業につきましては，令和５年度末で新型コロナワクチ

ンの特例臨時接種が終了となり，今年度以降は，秋から冬の時期に高齢者等を

対象とした定期接種事業へ移行する予定です。このほか，各種予防接種につき

ましても，市民の健康保持のため，国や東京都の動向を注視しながら更なる充

実を図ってまいります。 

 

近隣自治体との連携により実施している若年層セクシュアル・マイノリティ

支援事業につきましては，今年度，本市が幹事市として，性の多様性を認め合

う社会の実現に向けた若年層当事者の交流を図る居場所づくりと，理解促進の

ための研修・授業の実施，東京レインボープライドへの出展といった啓発に取

り組んでまいります。 
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人権啓発活動につきましては，東京法務局府中支局をはじめとする関係団体

や市内小学校との連携・協力により，小学校４年生から６年生までを対象とし

た「こどもたちからの人権メッセージ」発表会を開催することで，改めて人権

尊重の重要性や必要性の理解を深めるとともに，多くの方が人権について考え

ていただく機会となるよう取組を推進してまいります。そして，非行や犯罪防

止・更生保護に向けた「社会を明るくする運動」を，ひまわりコンサートやひ

まわり畑の活動を通じて周知し，犯罪のない安心なまちづくりを引き続き推進

してまいります。 

 

○誰もが安心して暮らせるまち 

福祉の総合相談窓口につきましては，より分かりやすく親しみやすい窓口と

するため，愛称に加えてキャラクターを制作するとともに，市内の東西に１か

所ずつある空き家を活用した居場所において，月１回の出張相談窓口を開設す

ることで，市民の利便性の向上を図ってまいります。 

 

高齢者の保健事業と介護予防につきましては，高齢者の心身の多様な健康課

題に対してきめ細かな支援を行うため，住民主体の集いの場等に保健師，管理

栄養士及び歯科衛生士を派遣し，フレイル予防・口腔ケア・栄養指導等を実施

してまいります。 

介護保険サービスにつきましては，今年度から『国分寺市高齢者保健福祉計

画・第９期国分寺市介護保険事業計画』がスタートします。高齢化の進展に伴

い，介護給付費の増加を見込んでおりますが，介護給付費準備基金を活用し，

基準月額保険料はこれまでと同額に据え置くことといたします。引き続き，介

護給付費準備基金の適切な活用と，保険料負担の公平化に努めてまいります。 

介護支援専門員等研修費用助成事業につきましては，介護現場を支える人材
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の確保，定着，育成が急務となっていることから，ケアマネジャーの資格の取

得及び更新に必要な費用を負担する事業所に対して，費用の一部を助成いたし

ます。 

認知症施策につきましては，令和６年１月１日に施行された共生社会の実現

を推進するための認知症基本法の理念に基づき，認知症の方が尊厳と希望を持

って暮らすことができる共生社会の実現に向けて，認知症サポーター養成講座

や市民向け講演会等の開催など，認知症に関する正しい理解を深めるための各

種事業を展開してまいります。また，認知症の方や当事者の家族を支える場所

として運営されている「おれんじＣａｆｅ」と連携し，本人とその家族を地域

で支えるチームオレンジの構築に向け取り組んでまいります。 

 

生活に困窮されている方への支援につきましては，それぞれの状況に合わせ

て関係機関と連携し，生活困窮者自立支援法に基づく各種支援を実施するとと

もに，生活保護制度を必要とする方に対しては，適切な保護を実施し，経済

的・社会的自立に向けた支援を行ってまいります。あわせて，一般就労に向け

日常・社会的自立のための準備が必要な方に対して，新たに就労準備支援事業

を実施してまいります。  

 

医療的ケアの必要な方とその家族等への支援につきましては，医療的ケアを

要する障害児や，重度心身障害者を介護する同居の家族等の負担を軽減し，休

息や就労活動等の時間を確保するために，訪問看護師の派遣を行う在宅レスパ

イト・就労等支援事業を実施してまいります。 

心身障害者への支援につきましては，心身障害者の通院及び通所訓練等交通

費助成の対象を拡大し，新たに精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けてい

る方を加え，通院・社会参加の促進と経済的負担の軽減を図ってまいります。 



 

15 

 

○駅前整備を核とした活気あるまち 

国分寺駅南口駅前整備につきましては，本市の観光資源が集積したエリアの

入口にふさわしく，歩行者が安全・快適に移動できるよう，適切な維持管理を

行ってまいります。また，駅前広場の再整備につきましては，公共空間として

の機能向上や周辺の交通環境の改善，バリアフリー化等を推進するため，市民

や駅利用者の意向を把握しながら，関係機関との協議調整を踏まえて検討を進

めてまいります。 

西国分寺駅北口駅前エリア整備につきましては，昨年度，意見交換会を実施

しながら，駅前エリアの都市基盤の考え方や，駅前街区の土地利用に関する検

討を進めてまいりました。今年度は，高低差のある駅前エリアの測量調査等を

行い，駅前へのアクセス道路等の都市基盤整備と都市計画変更に向けた具体的

な検討を進めるとともに，引き続き関係権利者と丁寧に意見交換を行いながら，

整備の早期実現を目指してまいります。 

恋ヶ窪駅周辺エリアの整備につきましては，現庁舎用地の利活用に向けて，

昨年度に引き続き複合公共施設の基本設計に関する市民ワークショップや各団

体へのヒアリングを丁寧に行い，施設の配置や動線計画を検討してまいります。

また，民間活用事業においては，官民一体整備における事業性の確認や，民間

活用に関する可能性導入調査を踏まえ，民間活用事業のスキームを構築してい

くとともに，民間事業者の公募手続に向けた準備を進めてまいります。 

 

○安全で快適なインフラの整備 

国３・４・12号線につきましては，国分寺駅北口へのアクセス性の向上を図

るため，早期に開通できるよう，引き続き関係権利者との折衝等を丁寧に行い，

用地取得を進めてまいります。 
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国３・４・１号線につきましては，引き続き国３・４・11号線を施行する東

京都と連携しながら，用地取得を進めてまいります。また，国３・４・11号線

周辺まちづくりにつきましては，『国分寺街道及び国３・４・11号線周辺まち

づくり計画』に基づき，安全・安心で活気のあるまちの実現に向けた取組を推

進してまいります。 

市道幹17号線，新幹線通りの一部における無電柱化事業につきましては，防

災機能の強化や安全で快適な歩行空間の確保，良好な都市景観の創出を図るた

め，電線共同溝関連工事，引込連系管路工事等を行ってまいります。 

市道幹６号線，花沢通りの一部区間につきましては，無電柱化の実現に向け

た詳細設計等を進めてまいります。加えて，内藤橋と戸倉橋における橋りょう

の補修工事を行うことで，防災機能の一層の強化を図ってまいります。 

西町五丁目交差点の整備につきましては，渋滞の緩和に向け，関係機関との

協議と道路設計を進めてまいります。 

 

街灯・道路照明灯のＬＥＤ化事業につきましては，歩行者や自転車の安全を

確保し，夜間の交通事故を未然に防ぐとともに，環境に配慮し，維持管理費の

削減にもつなげるため，今年度から生活道路の整備に着手してまいります。 

 

下水道事業につきましては，ライフサイクルコストの低減や予防保全型管理

の導入を図った『国分寺市公共下水道ストックマネジメント実施方針』に基づ

き，計画的かつ効率的に改築・更新を実施するとともに，地震や水害などの災

害対策についても強化を図り，適正に管理してまいります。今年度は，昨年度

までに調査・設計が完了した一部の対象地域について，修繕・改修工事に着手

してまいります。 
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○うるおいと安らぎのある環境の整備 

市内に残る貴重な緑の一つである新町一丁目の樹林地につきましては，都市

計画緑地として整備するため，懇談会・説明会等を実施し，都市計画決定に向

けた準備を進めてまいります。 

 

都市計画公園である戸倉公園につきましては，今年度中の開園に向け，防災

倉庫や井戸，かまどベンチ，マンホールトイレなどの防災機能に加え，ボール

遊びのできるスペースを備えた公園として整備してまいります。また，これま

でも多くの市民に親しまれてきた黒鐘公園につきましては，令和７年度の市有

地化に向け，東京都と協議を行うとともに，敷地内の一部にインクルーシブな

遊具等を設置するため，市民懇談会などの意見を参考にしながら，設計や埋蔵

文化財調査を進めてまいります。さらに，光町もみじ公園につきましては，老

朽化したトイレを改修し，快適性と機能性の向上に努めてまいります。 

 

野川につきましては，早期整備への機運を高めるために，協働事業である野

川源流スクールを引き続き開講するとともに，市立小学校の児童を対象にした

野川源流スクールジュニアを拡充して実施してまいります。また，これまで行

ってきた東京都への要望を継続し，整備計画の早期実現を目指してまいります。 

 

昨年度から僧寺南門地区の本格的な工事が始まった史跡武蔵国分寺跡につき

ましては，今年度は中核となるエントランス部分から伽
が

藍中枢部に至る参道部

分等の工事を行い，史跡地を訪れる方が回遊しやすく，憩いの場所となるよう

整備を進めてまいります。あわせて，史跡地内のトイレの改修を行うことで，

快適に過ごすことができる環境を整えてまいります。 
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都市農業の振興につきましては，地場産農畜産物「こくベジ」の一層の普及

促進と活性化を図るとともに，本市の農業の特性に応じた新たな施策の立案に

向け，『第四次国分寺市農業振興計画』の策定に取り組んでまいります。また，

認定農業者の農業経営改善に対する補助制度の拡充や，集中豪雨などに備えた

災害に強いパイプハウスの整備，防災兼用農業用井戸や土留め等の整備に対す

る支援を実施することで，農業者の経営強化と農地保全を推進してまいります。 

さらに，温室効果ガスの排出抑制及び化石燃料の消費削減を目指し，ハウス

栽培に取り組む認定農業者を対象にヒートポンプの導入を支援してまいります。 

 

○子どもを育み，みんなで支えるまち 

子ども・若者支援につきましては，こども基本法の趣旨を念頭に，昨年度，

園児や学生などを対象に実施した『国分寺市子ども若者・子育ていきいき計

画』の策定に関するアンケートやインタビューでいただいた意見を踏まえ，当

事者の意見を尊重した計画策定と施策の展開を進めてまいります。 

 

子育て支援の推進につきましては，児童福祉と母子保健の一体的な相談体制

を構築するため，全ての妊産婦・子ども・子育て世帯に対する切れ目のない支

援を実施し，福祉，保健医療，教育等の関係機関との連携を一層強化しなが

ら，令和７年４月のこども家庭センター設置に向けた準備を着実に進めてまい

ります。 

多胎妊婦の妊婦健康診査支援事業につきましては，健康診査に必要な費用の

補助を拡充することで，受診に伴う経済的負担を軽減して適切な健康管理を支

援するとともに，安全に出産できる環境を整備してまいります。 

 

子育て世帯の負担軽減策につきましては，認証保育所に通う第２子以降の児
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童に対する助成金の上限額を拡大するとともに，学校給食の物価高騰対策とし

て，引き続き食材料費の価格高騰分を支援してまいります。 

 

学童保育所につきましては，公設学童保育所の狭あい状況の解消に向けて，

第八小学校地域の民設民営学童保育所の誘致を進めるとともに，令和７年４月

の開所を目指して，第三小学校及び第十小学校の校舎増築棟に公設民営学童保

育所を整備してまいります。 

あわせて，全ての公設学童保育所において，学童保育所入退室管理システム

の運用を開始し，児童の安全の確保，保護者の利便性の向上及び施設職員の業

務負担の軽減に努めてまいります。 

さらに，新たにしんまち児童館及びにしまち児童館において，保護者の就労

や介護などにより家庭での保育が困難な場合に，児童が放課後に自宅に帰宅す

ることなく，直接児童館に来館できる児童館ランドセル来館事業を実施し，児

童が安全・安心に過ごせる放課後の居場所づくりを進めてまいります。 

 

子どもの居場所づくりにつきましては，大人数の場になじめない子どもとそ

の保護者や家族を対象に，提案型協働事業である集団が苦手な子どもたちと保

護者や家族のための支援事業を実施することにより，それぞれの特性を理解し

ている支援者が見守る中で，子どもたちが出会い，交流する場を提供し，各家

庭に寄り添った丁寧な支援を行ってまいります。 

 

児童発達支援の充実につきましては，本年11月にこどもの発達センターつく

しんぼを児童発達支援センターへ移行し，幼稚園や保育園に通う未就学児童を

対象とした児童発達支援事業と，保育所等訪問支援事業を新たに実施します。

また，乳幼児期における早期発見・早期療育を一層推進し，18歳未満の発達に
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課題を抱える子どもとその保護者の支援体制を整備してまいります。 

 

学校教育環境整備につきましては，小学校35人学級の段階的な実施と児童

数・生徒数の増加に対応するため，第三小学校及び第十小学校の増築工事の着

実な推進のほか，第一小学校及び第一中学校の普通教室確保に必要な改修工事

に着手してまいります。また，第二小学校及び第九小学校の大規模改造工事な

どを実施し，引き続き子どもたちが安全・快適な学校生活を送り，より一層意

欲的に学ぶことのできる環境の整備を進めてまいります。 

学校のＩＣＴ環境整備につきましては，校舎の増築工事や教室の改修工事に

伴い，必要となる各学校のシステム環境の追加整備を行うとともに，次期ＧＩ

ＧＡスクール構想を含む次世代教育系システムの令和８年度からの本稼働に向

けたシステム構築の準備を進めてまいります。 

外部民間施設を利用した学校水泳指導につきましては，第三小学校に続き新

たに第六小学校においても実施し，児童のより良い学習環境を確保するととも

に，プールの維持管理等における教員の負担軽減を図ってまいります。 

学校と地域が一体となって子どもたちの成長を支えるコミュニティ・スクー

ルにつきましては，新たに第一小学校，第四小学校，第十小学校及び第四中学

校の４校に導入し，学校を核とした協働の取組を通じて地域の将来を担う人材

の育成を進めるとともに，特色ある学校づくりを進めてまいります。 

教員の働き方改革や部活動の充実を目的とした中学校部活動の地域連携・地

域移行につきましては，今年度から識見者，学校関係者，保護者等で構成する

（仮称）国分寺市立中学校部活動地域連携・地域移行等検討委員会を設置し，

基本的な考え方や課題等を整理しながら，令和８年度からの実施に向けた検討

に着手してまいります。 
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新庁舎への移転を予定している本多図書館駅前分館につきましては，近接す

る都立多摩図書館や東京都公文書館との連携を図りながら，周辺地域における

学習環境の向上に寄与してまいります。子ども連れの来庁者向けの児童書や，

市の魅力発信につながる史跡や湧水などの地域資料を配架するとともに，情報

公開コーナーとして市政資料の公開も行ってまいります。また，特に利用頻度

の高い資料をデジタル化し，電子図書館の蔵書に加えることで，図書サービス

の利便性の向上を図ってまいります。 

 

○持続可能なまちづくり 

環境負荷の少ない持続可能な社会の実現に向けた取組につきましては，市民

ワークショップなどの市民参画を引き続き進めながら，生物多様性地域戦略を

包含した『第三次国分寺市環境基本計画』を策定し，社会環境の変化に対応し

た，総合的で戦略的かつ実効性のある環境施策を展開してまいります。 

2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティの実

現に向け，住宅用太陽光発電機器等設置助成金の継続や，蓄電池の設置に対す

る助成制度の導入など，再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取組を拡充し

てまいります。また，新庁舎への実質再生可能エネルギー100％の電力導入や太

陽光発電機器等の設置により，二酸化炭素排出量の実質ゼロに向け市が率先し

て取り組んでまいります。あわせて，公民連携によるＧＸのスタートアップシ

ンポジウムをはじめとする様々な普及啓発事業を展開することで，『国分寺市

ゼロカーボン行動計画』に掲げる「オール国分寺で取り組む脱炭素社会」の実

現に向け，市民・事業者・市が一丸となってＧＸの推進を図ってまいります。 

 

また，食品ロス削減に向けた取組として，『国分寺市一般廃棄物処理基本計

画』と『国分寺市ゼロカーボン行動計画』に基づき，賞味期限・消費期限が近
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づいた食品類などを抱える市内事業者と消費者をマッチングするフードシェア

リングサービスを導入し，食品類の有効活用に対する意識の向上に努めてまい

ります。 

さらに，循環型社会の早期実現に向けた取組として，プラスチックの発生及

び排出抑制をはじめ，分別によるごみの減量・資源化を一層促進するため，本

年４月から容器包装プラスチックと製品プラスチックを合わせた分別方法に変

更するとともに，６月から専用の指定収集袋による収集・排出を実施いたしま

す。今後も，市民・事業者の皆様に丁寧な周知と説明を行いながら，更なるプ

ラスチックの削減に取り組んでまいります。 

 

（仮称）国分寺市リサイクルセンターの整備につきましては，『（仮称）国

分寺市リサイクルセンター施設整備基本計画』に基づき，昨年度に引き続き清

掃センター事務所棟の解体工事を行うとともに，今年度から（仮称）国分寺市

リサイクルセンター建設に伴う仮設処理施設の建設工事に着手してまいりま

す。あわせて，令和７年度から着手する清掃センター工場棟の解体工事の発注

に向けた準備を進めてまいります。 

 

公共施設マネジメントにつきましては，今後，多くの公共施設において，老

朽化に伴う大規模改修や修繕などが必要となります。また，少子高齢化の進展

や社会ニーズの変化に合わせ，複合化や多機能化など，公共施設の在り方その

ものを見直していくことが求められており，公共施設の持続可能な運用管理に

向けた取組の強化が急務となっております。こうした課題に対応していくため，

今年度から包括施設管理委託を導入し，複数の公共施設の維持管理業務を包括

的に委託管理することで，予防保全型の維持管理へ転換し，公共施設の維持管

理水準，安全性の向上及び長寿命化並びに施設管理業務の効率化を図り，市民
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サービスの更なる向上と長期的な視点を備えた持続可能な取組を推進してまい

ります。 

あわせて，地域コミュニティの拠点の一つである内藤地域センターの長寿命

化改修や，障害福祉の拠点である障害者センターの大規模改修に向けた設計，

並木公民館図書館の長寿命化改修に向けた設計を実施するなど，『国分寺市公

共施設個別施設計画』に基づき，計画的に修繕・更新を進めてまいります。 

 

○未来につながる市政運営 

これからの市政運営につきましては，徹底した業務改革と働き方改革により

更なる生産性向上につなげていくことが重要となります。 

そのためには，行政のデジタル化は不可欠であり，新庁舎への移転を機に行

政資料及び公文書のデータ化を更に推し進め，新しい執務環境の利点を最大限

に生かした働き方の実現を目指してまいります。また，令和７年度の運用開始

に向けて，用途地域，道路，公園，埋蔵文化財，防災情報等の情報をＷＥＢ上

の電子地図で一元的に検索・閲覧できる地理情報システムの整備等を進めると

ともに，庁内における情報共有の更なる推進と現地作業の効率化を目指すこと

で，業務改革につなげてまいります。 

人材の確保・育成につきましては，新庁舎における新しい環境の下で職員が

主体的に業務の効率化に取り組み，働きやすさを追求し，更には仕事を通じて

自己実現を図りながら，これまで以上に働きがいを高めることができる職場環

境が重要となります。このためにも，仕事に対して誇りと価値を実感できる組

織体制の確立と人材の育成に努め，職場としても選ばれる自治体を目指してま

いります。また，会計年度任用職員につきましても，これまで報酬額の引上げ

や休暇制度の拡充を行ってきており，今年度からは従来の期末手当に加え，新

たに勤勉手当の支給を開始するなど，更なる処遇の改善を進め，市民サービス
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の向上に努めてまいります。 

 

○令和６年度予算と財政運営 

令和６年度当初予算は，エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が続く

ことが予測される厳しい状況にあっても，財政調整基金を取り崩すことのない

収支均衡型予算を編成し，負担を先送りにせず将来に備え，さらに，新庁舎移

転に伴う市民サービスの更なる向上や気候危機の克服に向けた取組など，新た

な行政需要にも的確に対応するための経費を計上しました。 

一般会計の予算規模は，総額636億6,131万７千円，対前年度比で75億6,869万

６千円，13.5％の増額となり，過去最大規模の予算となりました。 

特別会計については，公営企業会計である下水道事業会計を除いた３会計の

合計額は246億6,699万５千円，対前年度比で３億1,643万４千円，1.3％の増額

となりました。 

一般会計の概要として，歳入では，その根幹をなす市税収入について，経済

環境の回復が進む中，個人市民税において個人所得の回復や納税義務者数の増

などの要因により，全体で前年度より８億円以上の増額を見込みました。 

歳出では，災害に対応できる強靱なまちづくりとして市の災害対応力を一層

向上させるための経費を，そして，子育てにやさしいまちづくりとして児童福

祉分野と母子保健分野の一体的な支援を可能とするこども家庭センター設置に

向けた経費や，小学校の35人学級に対応するための施設整備費などの経費を計

上しています。 

市制施行60周年を迎える節目の年に，ＤＸやＧＸといった未来のまちへの投

資となる予算を適正かつ計画的に執行することで，このまちを次の世代に確実

につなげてまいります。 
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令和６年度を迎えるに当たり，私の市政運営の基本姿勢を示すとともに，主

な取組についての所信を申し述べました。 

新庁舎への移転を機に，職員一人一人が行動変容と意識改革を起こし，将来

想定される少子高齢化・人口減少といった大きな社会環境の変化にもしなやか

に対応することにより，本市が持続可能な自治体として在り続けることが可能

になると考えます。これまでの歴史を受け継ぎながら，市制施行60周年という

節目を新たなスタートの年と位置付け，個性が輝くまち，選ばれるまち，市民

が誇れるまちとして国分寺市を次の世代へ引き継いでいくことが，行政に課さ

れた大きな使命の一つであると考えます。このことをしっかりと念頭に置き，

私が先頭に立ち，全職員と一丸となって，全力で市政運営に取り組んでまいる

所存です。 

議員各位をはじめ市民の皆様におかれましては，何とぞご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げ，令和６年度の施政方針といたします。 


